
船舶インシデント調査報告書 

令和２年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和元年９月２８日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 福岡県大
おお

牟
む

田
た

市三
み

池
いけ

島南方沖 

三池港北防砂堤灯台から真方位２７０°２.２海里付近 

 （概位 北緯３３°００.３′ 東経１３０°２０.９′） 

インシデントの概要  漁船愛
あい

幸
こう

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 令和元年１０月１日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 愛幸丸、４.９０トン 

ＦＯ３－５７５９３（漁船登録番号）、個人所有 

ディーゼル機関、４サイクル、出力１６１.８１kＷ、回転数毎分

２,３００、４気筒、ボア１１０.９mm、使用燃料軽油 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、漁場を移動中、主機の冷却水温上

昇警報が鳴ったので、主機を停止し、船長が、機関室を点検したとこ

ろ、‘主機冷却水ポンプを駆動するＶベルト’（以下「本件ベルト」と

いう。）が破断しているのを認め、運航不能と判断し、投錨後に海上

保安庁に救助を要請し、巡視艇により三池港にえい
．．

航された。 

 船長は、本インシデント発生の数日前、出港後に主機の冷却水温上

昇警報が鳴り、引き返して機関整備業者に主機の点検を依頼したとこ

ろ、本件ベルトが劣化して緩みを生じていることが分かったので、本

件ベルトの張りを調整した後、新品のＶベルトが届き次第、本件ベル

トを交換することとした。 

 船長は、本件ベルトが経年使用で劣化して緩みを生じた状況で、張

りを調整して本件ベルトの使用を続けたので、本件ベルトが破断した

と本インシデント後に思った。 

分析  本船は、航行中、本件ベルトが経年劣化で緩みを生じ、船長が張り

を調整して使用していたところ、航行中に本件ベルトが破断したこと

から、主機へ冷却水の供給ができなくなって冷却水温度が上昇し、主

機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が航行中、本件ベルトが経年劣化で緩みを



生じ、船長が張りを調整して使用していたところ、航行中に本件ベル

トが破断したため、主機へ冷却水の供給ができなくなって冷却水温度

が上昇し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・Ｖベルトは、定期的に張りを確認し、劣化による緩みを認めた場

合、早期に交換を行うこと。 

 


